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１【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成21年６月26日に提出いたしました第100期（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）内部統制報告書の記載事項の

一部に追加すべき事項がありましたので、これを訂正するために内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
３　評価結果に関する事項

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿を付して表示しております。
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３【評価結果に関する事項】
　　（訂正前）

　当社グループは当連結会計年度より改正後の「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（以下、総称して「新リース会計基準」という。）を適用しておりますが、連結子会社が貸主として実施する連結会社間

リース取引に係る連結消去仕訳の作成に必要な情報収集体制の整備状況に不備があったため、当連結会計年度のリース投資資

産、有形固定資産、売上原価、販売費及び一般管理費等について独立監査人の指摘により重要な修正を行うこととなりました。

なお、当該修正事項につきましては、取引データとの再照合を行い、連結財務諸表にすべて適切に反映いたしております。

　当連結会計年度の末日までに是正されなかった理由は、新リース会計基準に沿った処理を行うための情報システム導入が第

４四半期となり、充分な検討・検証手続ができなかったこと、また、新リース会計基準に関し充分な理解を有する者を当該検討

・検証手続きに従事させることができなかったことによるものと考えております。

　なお、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性は認識しており、情報システムの整備や連結子会社に対する指導・モ

ニタリングの強化、経理部が中心となった新リース会計基準に関する更なる知識の習得活動等の対策を外部専門家も活用しな

がら実施し、翌連結会計年度においては、適切な内部統制の整備及び運用を行う方針であります。

 

　　（訂正後）

(1）当社グループは当連結会計年度より改正後の「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（以下、総称して「新リース会計基準」という。）を適用しておりますが、連結子会社が貸主として実施する連結会

社間リース取引に係る連結消去仕訳の作成に必要な情報収集体制の整備状況に不備があったため、当連結会計年度のリース

投資資産、有形固定資産、売上原価、販売費及び一般管理費等について独立監査人の指摘により重要な修正を行うこととなり

ました。なお、当該修正事項につきましては、取引データとの再照合を行い、連結財務諸表にすべて適切に反映いたしており

ます。

　当連結会計年度の末日までに是正されなかった理由は、新リース会計基準に沿った処理を行うための情報システム導入が

第４四半期となり、充分な検討・検証手続ができなかったこと、また、新リース会計基準に関し充分な理解を有する者を当該

検討・検証手続きに従事させることができなかったことによるものと考えております。

　なお、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性は認識しており、情報システムの整備や連結子会社に対する指導・

モニタリングの強化、経理部が中心となった新リース会計基準に関する更なる知識の習得活動等の対策を外部専門家も活用

しながら実施し、翌連結会計年度においては、適切な内部統制の整備及び運用を行う方針であります。

 

(2）当社茨城支店において、預り保証金（固定負債「その他」）の過少計上や未収入金（流動資産「その他」）の過大計上等

を通じて売上原価を過少に計上する等の不適切な会計処理（以下、「本件」という。）がなされ、過年度連結財務諸表等の訂

正を行うこととなりました。本件に関する社内調査に基づき内部統制の評価を見直した結果、平成21年３月31日時点におい

て、下記に記載の内部統制の不備があったことが判明いたしました。

　本件の発生は、支店における①一部の会計伝票等の入力時におけるシステムへの入力権限と承認登録権限が適切に分離し

て付与されておらず、結果として承認手続を経ない伝票入力が可能であり、また、規程上求められている上長承認手続が適切

に適用されていなかったこと、②会計業務と販売管理・購買管理業務の職務分離が十分になされておらず、システムへのア

クセス権限設定もその不適切な職務分掌に沿って行われていたこと、③日常的なモニタリング統制の運用が十分になされて

いなかったこと、に起因しております。これらの内部統制の不備は、情報システムや職務分離といった茨城支店だけではなく

各支店に共通する問題であるため、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。なお、本件に関する過年度修正につきまして

は、取引データの再検証等を実施し、訂正報告書に記載された連結財務諸表等にすべて適切に反映いたしております。

　当社は、調査委員会の調査結果を踏まえ、上記の重要な欠陥を是正するために以下の改善措置を実施して参ります。

　会計伝票等入力時の承認手続に関しましては、伝票の入力権限と承認権限をシステム上明確に分離して異なる適切な権限

者に付与し、人為的に承認のない入力を行うリスクを排除するとともに、コーポレートスタッフ部門による支店への業務処

理教育を強化し、上長による実効的な承認手続の実施を徹底いたします。

　会計業務と販売管理・購買管理業務の職務分離に関しましては、経理部門と販売管理・購買管理部門を組織上明確に分離

独立させ、相互牽制の働く組織へと再編成するとともに、情報システムの操作権限も職務権限に整合するかたちで整備いた

します。

　支店内での日常的なモニタリング統制に関しましては、伝票入力時の上長による承認手続徹底はもちろんのこと、月次にお

ける業績見込数値算出のための幹部会における支店長の果たすべき役割をはじめとして、何をモニタリングすべきかを含め

た管理職の役割を明確化し、有効なモニタリング体制を構築いたします。

　当社は財務報告に係る内部統制を整備・運用する重要性を十分認識しており、平成21年度末までに上記の改善措置を完了

し、適切な内部統制を整備・運用する方針であります。
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